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◆オフィス内での飲食が増えている 

最近１年間で、出勤する日の昼食を

「オフィス内の自分の席でとる」と答え

た人が41％に上ることが、民間企業の調

査でわかりました。 
この調査は９月下旬にインターネット

で実施され、首都圏・中部・近畿圏在住

の企業の正社員らのうち20～59歳の男女

1,000人を対象としています。 
 
◆「職場で間食や昼食」が増加 

この調査では、職場で食事をとる機会

が増えたかどうか尋ねたところ、「間食

や昼食で増えた」という人が目立ちまし

た。まず、朝食、昼食、夕食、間食、夜

食のそれぞれについて、出勤する日の摂

取状況を尋ねたうえで、それぞれについ

て「ほとんど食べない」と答えた人を除

き、最近１年間に職場でとる機会が増え

たかどうかを尋ねていいます。 

この結果、「増えた」が最も多かった

のは「間食」の19％で、この割合は

「減った」（13％、他の選択肢は「変わ

らない」「職場ではとらない」）より５

ポイント以上高い結果になりました。次

いで多かったのは「昼食」の17％で、

「減った」（5％）を10ポイント以上も

上回りました。 

 

◆昼食は自席で 

３食の食事については、出勤する日に

どこで食べているかという質問（複数回

答）には、朝食や夕食はいずれも「自

宅」が最多でしたが、昼食は「オフィス

内の自分の席」が最多で、次いで「街中

の飲食店」（ファーストフードや喫茶店

などを含む）、「社員食堂」、「社員食

堂以外の職場のリフレッシュ空間」と続

いています。 
また、出勤する日の昼食で最も利用が

多い場所についての質問については、

「オフィス内の自分の席」が31％とトッ

プで、最近１年間で昼食を職場でとる機

会が「増えた」人に限ると、「オフィス

内の自分の席」と回答した人の割合は複

数回答の場合で49％、最も利用が多い場

所でも37％といずれも高い割合となって

います。 
 
◆不況の影響で「節約志向・効率重視」 

 に 

職場で昼食をとる最大の理由で最も多

かったのは「外に食べに行くより食事代

を節約できるから」（35％）で、「時間

を効率的に使えるから」（22％）が続い

ています。 

節約ニーズと効率重視である職場での

食事は、昨今の不況が少なからず影響し

ていることから、今後も増加傾向にある

と考えられます。 

 

職場で食事をとる人
が増加傾向に  

 P1 

「がん検診」自治体
や企業における取組
み  

 Ｐ１ 

医 療・介 護、理 美
容…職探しで重視す
る点と辞める理由  

 P2 

「労働審判」の申立
件数が増加していま
す！ 

 P３ 

「確定拠出年金」の
使 い 勝 手 が 良 く な
る？ 

 P３ 

「中小企業緊急雇用
安定助成金」の変更
点、「雇用保険法」
の改正案 

 P4 
 
 
 

「雇 用 支 援 ワ ン ス
トップサービス」が
試行実施 
 

 P４ 
 
 
 

職場で食事をとる人が増加傾向に  

SRS News 
Sharoushi Samejima News 

「がん検診」自治体や企業における取組み  
◆発見率の向上が大きな課題 

国立がんセンターの調査によれば、

2007年に全国のがん診療連携拠点病院で

がんと診断された患者のうち、「健康診

断・がん検診・人間ドック」などで発見

された人の割合は16.7％であるという結

果が出ました。また、がん検診単独で見

ると、その発見率は岩手県の17.7％から

奈良県の3.6％と、各都道府県で開きがあ

ることもわかりました。 

健常者が受ける検診体制が充実すれ

ば、がんの早期発見・死亡率低下につな

がることから、検診での発見率向上は大

きな課題となっています。 

国のがん対策推進基本計画では、がん

検診の受診率数値目標として「2012年ま

でに50％」と掲げられましたが、2008年
にスタートした特定健診・保健指導（メ

１月の税務と労務の
手続［提出先・納付
先］ 

 P５ 



タボ健診）の事務に忙殺されるなど

の理由から、到達は困難な状況です。 
 
◆自治体・企業における取組み 

しかし、自治体や企業も単に手をこ

まねいていたわけではなく、様々な工

夫を凝らしています。 

自治体の動きとしては、職場検診の

普及啓発に補助金を交付したり、休

日・夜間検診を実施するなどがん検診

に熱心に取り組む市区町村には交付金

額を増額したり、一定年齢の女性には

無料で乳がん検診が受けられるように

整備したりしている所もあるようで

す。 

また、金融機関や保険会社と連携し

て、受診呼びかけのパンフレットを配

布したり、代理店窓口で受診者に記念

品を渡したりという活動も広まってい

るようです。 

受診率向上のため、企業においても

受診制度の整備が広まってきていま

す。これは、従業員の健康増進は企業

にとっても大きな課題の１つであるか
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医療・介護、理美容…職探しで重視する点と辞める理由  

平成22年新年号（第22号） 

◆医療・介護、理美容従事者の実態 

求人情報サービス会社が、医療・介護

系、理美容系の有資格者を対象とした、

就業に関する意識調査を行い、その結果

を発表しました。 
調査対象は、医療・介護系、理美容系

の対象となる資格を持っている、関東

（１都３県）、関西（２府２県）に住む

20～50歳の男女1,500人で、インターネッ

トにより調査が行われました。 
 
◆職探しの際に重視する点 

調査結果によると、仕事を探す際に重

視する点について聞いた質問では、３職

すべてで「やりがいのある仕事であるこ

と」が最多となりました。「やりがい」

を重視した人は、全職種の平均で4.0％で

あるのに対し、医療系16.1％、介護系

15.7％、理美容系21.5％といずれも高い割

合となっています。 
また、医療・介護系では、「正社員ま

たは正社員に近い雇用形態であること」

が介護系13.0％、医療系8.7％と全職種平

均（5.2％）を上回っており、正社員志向

が強いことがわかりました。 
理美容系では、「資格や技術が身に付

く仕事であること」が12.8％（全職

種平均1.9％）となるなど、スキルアッ

プできるかどうかを重視している一

方、医療系・介護系で多かった「正社

員または正社員に近い雇用形態である

こと」はわずか1.3％にとどまっている

ことが明らかになりました。 
 
◆辞める際の理由 

仕事を辞める理由についての質問で

は、３職種ともに給与や勤務時間と

いった条件面が上位に入りました。 
介護系と理美容系では「業務内容の

割に給与が低いから」（介護系

30.5％、理美容系23.2％）が最も多く、

医療系でも20.8％と高く、「職場や社

員の雰囲気が悪いから」（29.0％）に

次ぐ多数回答となっています。 
また「1日に働く時間が長いから」

（医療系18.1％、介護系16.0％）と

「もっとよい条件の仕事が見つかった

から」（医療系17.0％、介護系17.2％）

のいずれもが全職種平均を上回る数値

となっていました。 
一方、理美容系では、「自分に向い

ていない仕事だと感じたから」が

らです。 

検診費用を全額負担したり、事業所に

検診車を呼んで勤務の合間に検診できる

ようにしたりしている企業もあります。

また、全額とはいかないまでも検診費の

一部を負担する企業も増加しています。 
 
◆早期発見が何より大切 

さらに、国立がんセンターでは、がん

検診の有効性が示されれば受診率が上が

ることが予想されるため、がんの種類別

の詳細分析やがん患者の生存率調査、が

ん診療連携拠点病院別のデータ整備など

が鍵を握るとして、そのデータ公開も検

討しています。 

「がん大国」と言われる日本では、２

人に１人ががんになり、３人に１人がが

んで亡くなると言われています。がんは

早期発見できればかなりの確率で助かる

ということを考えると、我々はがん検診

にもっと関心を持つ必要がありそうで

す。 

がん検診 

医 療 

理美容 

介 護 
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「確定拠出年金」の使い勝手が良くなる？ 

平成22年新年号（第22号） 

◆「適年」の受け皿として 

厚生労働省は、「確定拠出年金制度」

（日本版401k）を拡充するため、関連法

の改正案を来年の通常国会に提出する方

針を明らかにしています。 

同省では、今でも多くの中小企業が採

用している「適格退職年金制度」（2012
年３月末に廃止予定）の受け皿として、

この確定拠出年金が大いに活用されるこ

とを期待しているようです。 

 

◆確定拠出年金の特徴と導入の背景 

確定拠出年金は、拠出された掛金が個

人ごとに明確に区分され、掛金とその運

用収益との合計額をベースに年金給付額

が決定される年金制度です。 

厚生年金基金や適格退職年金などの企

業年金制度は、給付額が約束されるとい

う特徴がありますが、離転職時の年金資

産の持ち運びが十分確保されておらず労

働移動への対応が困難であることなどが

指摘されていました。 

そこで、公的年金に上乗せされる部分

における新たな選択肢として、2001年10

◆２年間で約2.3倍に増加 

2008年における「労働審判」の申立件

数が2,052件となり、制度がスタートした

2006年（877件）と比較すると約2.3倍に

増えたそうです。今年については９月末

時点で2,553件となり、すでに昨年の件数

を大幅に上回っています。 
 
◆労働審判の目的・手続き 

労働審判は、解雇や賃金の不払いな

ど、事業主と個々の労働者との間の労働

関係に関するトラブル（個別労働紛争）

について、その実情に即して「迅速」、

「適正」、「実効的」に解決することを

目的としています。 

労働審判の手続きは、労働審判官（裁

判官）１名と、労働に関する専門知識・

経験を有する労働審判員２名で組織され

た労働審判委員会（計３名）が、原則と

して３回以内の期日で審理を行い、適宜

調停を試み、調停による解決に至らない

場合には、事案の実情に即した柔軟な解

決を図るための労働審判を行う手続きで

す。 

この労働審判に対して当事者から異議

の申立てがあった場合には、労働審判は

その効力を失い、労働審判事件は通常の

訴訟に移行することになります。 

◆労働審判のメリット 

労働審判のメリットとしては、原則と

して３回以内の審理で解決が図られるた

め、通常の訴訟よりも迅速な紛争解決を

図ることができる点が挙げられます。制

度スタート以降、申立てから審判終了ま

での平均日数は「約74日」となっていま

す。 

また、申立ての際に必要となる印紙代

も通常の民事訴訟の半額となっており、

費用的なメリットも大きいため、労働者

側からの申立てが多いようです。 
 
◆今後も増加傾向か？ 

昨年来の不況により、解雇、雇止め、

派遣切りなどをめぐる労使間のトラブル

が増加していることが、労働審判の申立

件数の増加につながっていると考えられ

ます。また、不況下において、今年１～

６月にサービス残業が急増していたとす

る民間企業の調査結果などもあり、申立

件数の増加傾向はしばらく続くものと考

えられます。 

企業側としては、労使間のトラブルを

生じさせないような取組み（適正な労務

管理、就業規則・社内規程の見直しな

ど）が、今後、より重要になってくるで

しょう。 

「労働審判」の申立件数が増加しています！ 

労働トラブル 

確定拠出年金 

20.7％と、他の職種に比べ高い特長的

な結果となりました。強いやりがいを抱

いて仕事を始める人が多い職種だけに、

壁に当たってしまうとイメージとの

ギャップが大きいためと考えられます。 
 

◆早期退職予防にはフォロー体制の整備 

 を 

 これらの職種で起こる早期退職を予防

するには、条件面の改善を行うことが有

効ですが、職場での密なコミュニケー

ションなど、日頃からのフォロー体制整

備も効果的ではないでしょうか。 
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◆民主政権で何が変わった？ 

民主政権に変わり、雇用関係に関して

も様々な動きがあります。ここでは、中

小企業にとって影響の大きい「中小企業

緊急雇用安定助成金」の変更点と「雇用

保険法」の改正案を取り上げます。 
 
◆「中小企業緊急雇用安定助成金」の変 

 更内容 

「中小企業緊急雇用安定助成金」の支

給要件が次のように緩和されています。 
（１）助成金対象の拡大 

これまで、出向労働者を出向元に復帰

させた後、６カ月を経ずに再度出向させ

た場合には助成金の対象外であったもの

が、対象とされました。これは、平成22
年11月29日までの時限措置とされていま

す。 
（２）生産量要件の緩和 

生産量要件（従来は「売上高・生産量

の最近３カ月間の月平均値がその直前３

カ月または前年同期に比べ５％以上減少

していること」）に、「売上高・生産量

の最近３カ月間の月平均値が前々年同期

に比べ10％以上減少し、直近の決算等の

経常損益が赤字であること」が加えられ

ました。この要件は、対象期間の初日が

平成21年12月２日～平成22年12月１日

の間にあるものに限られます。 
 
◆「雇用保険法」の改正案 

厚生労働省は「雇用保険法」の改正原

案をまとめ、その内容を明らかにしまし

た。来年の通常国会に改正案を提出し、

来年４月からの施行を目指すとしていま

すので、今後の動向に要注目です。 

（１）加入に必要な雇用見込み期間の短 

   縮 

雇用保険への加入の際に必要とされる

雇用見込み期間について、現行の「６カ

月以上」から「31日以上」に短縮すると

しています。この適用拡大により、新た

に255万人が雇用保険の加入対象になる

と試算されています。 

（２）雇用保険料率の引上げ 

労使折半とされている雇用保険料率に

ついて、現行の「0.8％」から「1.2％」

に引き上げるとしています。 

（３）未加入扱いの遡及期間の延長 

保険料を納付したにもかかわらず手続

上の問題により未加入扱いとなった人の

遡及期間について、現行の「２年まで」

から「２年超」とするとしています。 

「雇用支援ワンストップサービス」が試行実施 
◆77のハローワークで実施 

新聞報道やテレビ等でも話題となって

いた「雇用支援ワンストップサービス」

が、11月30日に17都道府県、77のハロー

ワークにおいて試行実施されました。 

当初は15都道府県43地域で実施される

と報道されていましたが、最終的には実

施箇所が増えたようです。東京都、愛知

県、大阪府では、すべてのハローワーク

において実施されたそうです。  

「中小企業緊急雇用安定助成金」の変更点、「雇用保険法」の改正案 

雇用保険 

月に確定拠出年金制度が導入されまし

た。 
 
◆予定されている主な改正内容 

確定拠出年金には、企業のみが掛金を

拠出する「企業型」と、個人のみが掛金

を拠出する「個人型」がありますが、来

年予定されている改正はこのうち「企業

型」に関するものであり、主な内容は次

のとおりです。 

（１）個人による掛金拠出を認める

（ただし個人の掛金は企業の拠出額以下

とする） 

（２）加入年齢を引き上げる（積立期

間の上限を「60歳」から「65歳」に変更

する） 

なお、「企業型」の確定拠出年金の導

入件数は、2008年３月末時点で3,043件
（加入者数311万人）です。 
 
◆果たして加入件数は増えるか？ 

確定拠出年金は、運用が悪化すれば個

人の年金受給額は当然減ってしまうもの

の、企業にとっては、追加負担を求めら

れることが基本的にはないというメリッ

トがあります。 

上記の改正により、厚生労働省のねら

い通りに加入件数が増えていくのか、注

目しておきたいところです。 

ハローワーク 
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E-mail: sr-samejima@ab.auone-net.jp 

企業の安定・発展のパートナー 
～経営者様と従業員様の「Win＆Happy」のために～ 

 

   社会保険労務士  鮫 島 忠 司 

さめじま社会保険労務士事務所 

１月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

           【事務所より一言】 

 

   早いもので、平成21年も残すところあと数日となりま 

  した。 

   皆様におかれましては、どんな年だったでしょうか？ 

   弊事務所は２年目に入りましたが、この不況下でも皆 

  様のご支援により、一歩一歩着実に歩を進めております。 

  感謝申し上げます。 

   来年は寅年です。 

   寅のごとく果敢に攻めて行きたいと強く思う今日この 

  頃です。 

   来年も宜しくお願い申し上げます。（忠） 

    営業日 月曜日～金曜日（祝祭日除く） 

営業時間 午前10時～午後６時 

10日 

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督署］ 

 

20日 

○特例による源泉徴収税額の納付＜前年７月～12月分＞［郵便局または銀行］ 

   

31日 

○法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・配当剰余金調書・同合計表＞の提出 

 ［税務署］ 

○給与支払報告書の提出＜1月1日現在のもの＞［市区町村］ 

○固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］ 

○個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分＞［郵便局または銀行］ 

○労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10月～12月分＞［労働基準監督署］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［社会保険事務所］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 
 
本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出［給与の支払者］ 

○本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］ 

 

        good partner 

◆実施された「ワンストップサー 

 ビス」とは？ 

このワンストップサービスは、

政府の緊急雇用対策本部が打ち出

したものであり、国・自治体・保

健所などが連携してハローワーク

に総合受付を設け、失業者に対し

て「職業紹介」「生活費の貸付

け」、「住宅手当の支給」「就業

支援」「生活保護」「こころの健

康」などの情報をハローワークで

一元的に提供して、解決してもら

おうとするものです。 

実施当日の利用者は全国で2,399
人だったと発表され、大阪府が

511人、東京都が482人などとなっ

ています。 

◆今後の動きは？ 

そもそもこのワンストップサー

ビスの目的は、昨年末に話題と

なった「派遣村」がなくても失業

者に対応できる態勢を作ることに

あります。 

政府や民主党などは、定期的な

開催や年末年始の開催など、この

サービスを本格的に実施したいと

考えているようです。 

しかし、自治体が生活保護の申

請急増を警戒するなど、難色を示

している向きもあるようで、今後

このサービスがどのようになって

行われていくのか、気になるとこ

ろです。 


